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〇
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
第
三
号

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
日

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
委
員
長

北
村

道
夫

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
規
則
（
令
和
三
年
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 2 -

改

正

後

改

正

前

（
試
験
項
目
及
び
試
験
項
目
別
費
用
額
）

（
試
験
項
目
及
び
試
験
項
目
別
費
用
額
）

第
一
条

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
（
以
下
「
令
」
と

第
一
条

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
（
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る

い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る

項
目
は
、
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別
ご
と
に
別
表
試
験
項
目
の
欄

項
目
は
、
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別
ご
と
に
別
表
試
験
項
目
の
欄

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は

２

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は

、
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別
ご
と
に
別
表
試
験
項
目
の
欄
に
掲
げ

、
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別
ご
と
に
別
表
試
験
項
目
の
欄
に
掲
げ

る
試
験
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
試
験
項
目
別
費
用
額
の
欄
に
定
め
る

る
試
験
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
試
験
項
目
別
費
用
額
の
欄
に
定
め
る

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

（
令
第
一
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
電
磁

（
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
電
磁

的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
）

的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
）

第
二
条

令
第
一
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る

第
二
条

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る

電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
は
、
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
と
す
る
。

電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
は
、
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
と
す
る
。

（
旅
行
日
数
そ
の
他
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
）

（
旅
行
日
数
そ
の
他
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
）

第
三
条

令
第
一
条
第
五
項
の
旅
行
日
数
そ
の
他
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
関
し

第
三
条

令
第
一
条
第
四
項
の
旅
行
日
数
そ
の
他
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
関
し

必
要
な
細
目
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

必
要
な
細
目
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

承
認
又
は
検
定
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
者
の
国
家
公
務
員
等
の
旅

一

検
定
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
者
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す

費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
に
つ
い
て

。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
東
京
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は
、
東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
一
号
と
す
る
こ
と
。

都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
一
号
と
す
る
こ
と
。

二

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
の
許
可
若
し
く
は
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外

二

設
備
等
審
査
を
実
施
す
る
日
数
に
つ
い
て
は
、
二
日
と
す
る
こ
と
。

国
製
造
業
の
認
定
に
係
る
製
造
所
の
構
造
若
し
く
は
設
備
又
は
電
磁
的
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
の
審
査
を
実
施
す

る
日
数
に
つ
い
て
は
、
二
日
と
す
る
こ
と
。

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

当
該
出
張
に
係
る
旅
行
日
数
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
に
規
定
す
る
審
査

五

当
該
出
張
に
係
る
旅
行
日
数
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
に
規
定
す
る
設
備

を
実
施
す
る
日
数
に
当
該
審
査
を
実
施
す
る
地
に
往
復
す
る
の
に
要
す
る

等
審
査
を
実
施
す
る
日
数
に
当
該
設
備
等
審
査
を
実
施
す
る
地
に
往
復
す

日
数
を
加
え
た
日
数
と
す
る
こ
と
。

る
の
に
要
す
る
日
数
を
加
え
た
日
数
と
す
る
こ
と
。

（
手
数
料
の
納
付
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
四
条

令
第
二
条
た
だ
し
書
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は

第
四
条

令
第
二
条
た
だ
し
書
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
及
び
令
第
一
条
第
三
項

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
及
び
令
第
一
条
第
三
項

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
加
え

の
規
定
に
よ
り
加
え
る
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
と
す
る
。

る
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
四
十

一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


